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電子署名及び認証業務に関する法律
平成１２年法律第１０２号
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第１章 総則

（目的）

第１条 この法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に

関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の

確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生

活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

（定義）

第２条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子

計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 以 下 同 じ 。） に記 録 す る こ と が

できる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものを

いう。

一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのもの

であること。

二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるもの

であること。

２ この法律において「認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利

用 す る 者 （ 以 下 「 利 用 者 」 と い う 。） そ の 他 の 者 の 求 め に 応 じ 、 当 該 利 用 者 が 電 子

署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係る

ものであることを証明する業務をいう。
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３ この法律において「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本

人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについ

て行われる認証業務をいう。

第２章 電磁的記録の真正な成立の推定

第３条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの（公務員が職務上作成した

も の を 除 く 。） は、 当 該 電 磁 的 記 録 に 記 録 さ れ た 情 報 に つ い て 本 人 に よ る 電 子 署 名

（これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが

行 う こ と が で き る こ と と な る も の に 限 る 。） が 行 わ れ て い る と き は 、 真 正 に 成 立 し

たものと推定する。

第３章 特定認証業務の認定等

第１節 特定認証業務の認定

（認定）

第４条 特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。

２ 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を

記 載 し た 申 請 書 そ の 他 主 務 省 令 で 定 め る 書 類 を 主 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 申請に係る業務の用に供する設備の概要

三 申請に係る業務の実施の方法

３ 主務大臣は、第１項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

（欠格条項）

第５条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第１項の認定を受けることができない。

一 禁 錮 （ こ ） 以 上 の 刑 （ こ れ に 相 当 す る 外 国 の 法 令 に よ る 刑 を 含 む 。） に 処 せ ら

れ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受

けることがなくなった日から２年を経過しない者

二 第１４条第１項又は第１６条第１項の規定により認定を取り消され、その取消

しの日から２年を経過しない者

三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前２号のいずれかに該当する者が

あるもの

（認定の基準）

第６条 主務大臣は、第４条第１項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると

認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
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一 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであ

ること。

二 申請に係る業務における利用者の真偽の確認が主務省令で定める方法により行

われるものであること。

三 前号に掲げるもののほか、申請に係る業務が主務省令で定める基準に適合する

方法により行われるものであること。

２ 主務大臣は、第４条第１項の認定のための審査に当たっては、主務省令で定める

ところにより、申請に係る業務の実施に係る体制について実地の調査を行うものと

する。

（認定の更新）

第７条 第４条第１項の認定は、１年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受け

なければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

２ 第４条第２項及び前２条の規定は、前項の認定の更新に準用する。

（承継）

第 ８ 条 第 ４ 条 第 １ 項 の 認 定 を 受 け た 者 （ 以 下「 認 定 認 証 事 業 者」 と い う 。） がそ の 認 定

に係る業務を行う事業の全部を譲渡し、又は認定認証事業者について相続、合併若

し く は 分 割 （ そ の 認 定 に 係 る 業 務 を 行 う 事 業 の 全 部 を 承 継 さ せ る も の に 限 る 。） が

あったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人（相続人が２人以上ある

場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、

そ の 者 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。）、 合 併 後 存 続 す る 法 人 若 し く は 合 併 に よ り 設

立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認定認証事

業者の地位を承継する。ただし、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併

後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全

部を承継した法人が第５条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

（変更の認定等）

第９条 認定認証事業者は、第４条第２項第２号又は第３号の事項を変更しようとすると

きは、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な

変更については、この限りでない。

２ 前項の変更の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、変更

に係る事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなけ

ればならない。

３ 第４条第３項及び第６条の規定は、第１項の変更の認定に準用する。

４ 認定認証事業者は、第４条第２項第１号の事項に変更があったときは、遅滞なく、

その旨を主務大臣に届け出なければならない。

（廃止の届出）

第１０条 認定認証事業者は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令
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で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

２ 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければな

らない。

（業務に関する帳簿書類）

第１１条 認定認証事業者は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る業務に関

する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

（利用者の真偽の確認に関する情報の適正な使用）

第１２条 認定認証事業者は、その認定に係る業務の利用者の真偽の確認に際して知り得

た情報を認定に係る業務の用に供する目的以外に使用してはならない。

（表示）

第１３条 認定認証事業者は、認定に係る業務の用に供する電子証明書等（利用者が電子

署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係る

ものであることを証明するために作成する電磁的記録その他の認証業務の用に供す

る も の と し て 主 務 省 令 で 定 め る も の を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。） に 、 主 務 省 令 で

定めるところにより、当該業務が認定を受けている旨の表示を付することができる。

２ 何人も、前項に規定する場合を除くほか、電子証明書等に、同項の表示又はこれ

と紛らわしい表示を付してはならない。

（認定の取消し）

第１４条 主務大臣は、認定認証事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認

定を取り消すことができる。

一 第５条第１号又は第３号のいずれかに該当するに至ったとき。

二 第６条第１項各号のいずれかに適合しなくなったとき。

三 第９条第１項、第１１条、第１２条又は前条第２項の規定に違反したとき。

四 不正の手段により第４条第１項の認定又は第９条第１項の変更の認定を受けた

とき。

２ 主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなけれ

ばならない。

第２節 外国における特定認証業務の認定

（認定）

第１５条 外国にある事務所により特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を

受けることができる。

２ 第４条第２項及び第３項並びに第５条から第７条までの規定は前項の認定に、第

８条から第１３条までの規定は同項の認定を受けた者（以下「認定外国認証事業者」
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と い う 。） に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 ２ 項 中 「 何 人 も 」 と あ る の は 、

「認定外国認証事業者は」と読み替えるものとする。

３ 主務大臣は、第１項の認定若しくはその更新又は前項において準用する第９条第

１項の変更の認定を受けようとする者が外国の法令に基づく認証業務に関する制度

で第４条第１項の認定の制度に類するものに基づいて当該外国にある事務所により

認証業務を行う者である場合であって、我が国が当該外国と締結した条約その他の

国際約束を誠実に履行するために必要があると認めるときは、それらの者に対して、

前項において準用する第６条第２項（前項において準用する第７条第２項及び第９

条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の規 定 に よ る 調 査 に 代 え て 、 主 務 省 令 で

定める事項を記載した書類の提出をさせることができる。

４ 前項の場合において、これらの者から当該書類の提出があったときは、主務大臣

は当該書類を考慮して第１項の認定若しくはその更新又は第２項において準用する

第９条第１項の変更の認定のための審査を行わなければならない。

（認定の取消し）

第１６条 主務大臣は、認定外国認証事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、そ

の認定を取り消すことができる。

一 前条第２項において準用する第５条第１号又は第３号のいずれかに該当するに

至ったとき。

二 前条第２項において準用する第６条第１項各号のいずれかに適合しなくなった

とき。

三 前条第２項において準用する第９条第１項若しくは第４項、第１１条、第１２

条又は第１３条第２項の規定に違反したとき。

四 不正の手段により前条第１項の認定又は同条第２項において準用する第９条第

１項の変更の認定を受けたとき。

五 主務大臣が第３５条第３項において準用する同条第１項の規定により認定外国

認証事業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は

虚偽の報告がされたとき。

六 主務大臣が第３５条第３項において準用する同条第１項の規定によりその職員

に認定外国認証事業者の営業所、事務所その他の事業場において検査をさせよう

とした場合において、その検査を拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は同

項の規定による質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

２ 主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなけれ

ばならない。

第４章 指定調査機関等

第１節 指定調査機関

（指定調査機関による調査）
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第 １ ７ 条 主 務 大 臣 は 、 そ の 指 定 す る 者 （ 以 下「 指 定 調 査 機 関 」と い う 。） に 第６ 条 第 ２

項 （ 第 ７ 条 第 ２ 項 （ 第 １ ５ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）、 第 ９ 条 第 ３

項 （ 第 １ ５ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 及 び 第 １ ５ 条 第 ２ 項 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に よ る 調 査 （ 次 節 を 除 き 、 以 下 「 調 査 」 と い う 。）

の全部又は一部を行わせることができる。

２ 主務大臣は、前項の規定により指定調査機関に調査の全部又は一部を行わせると

きは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、主務大

臣は、指定調査機関が第４項の規定により通知する調査の結果を考慮して第４条第

１項の認定若しくはその更新、第９条第１項（第１５条第２項において準用する場

合 を 含 む 。） の 変 更 の 認 定 又 は 第 １ ５ 条 第 １ 項 の 認 定 若 し く は そ の 更 新 の た め の 審

査を行わなければならない。

３ 主務大臣が第１項の規定により指定調査機関に調査の全部又は一部を行わせるこ

ととしたときは、第４条第１項の認定若しくはその更新、第９条第１項（第１５条

第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の変 更 の 認 定 又 は 第 １ ５ 条 第 １ 項 の 認 定 若

しくはその更新を受けようとする者は、指定調査機関が行う調査については、第４

条 第 ２ 項 （ 第 ７ 条 第 ２ 項 （ 第 １ ５ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 及 び 第

１ ５ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 及 び 第 ９ 条 第 ２ 項 （ 第 １ ５ 条 第 ２ 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に か か わ ら ず 、 主 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に

より、指定調査機関に申請しなければならない。

４ 指定調査機関は、前項の申請に係る調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の

結果を主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。

（指定）

第 １ ８ 条 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 指 定 （ 以 下「 指 定 」 と い う 。） は、 主 務 省 令で 定 め る

ところにより、調査を行おうとする者（外国にある事務所により行おうとする者を

除く。）の申請により行う。

（欠格条項）

第１９条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

一 禁錮（こ）以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、そ

の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者

二 第２９条第１項の規定により指定を取り消され、又は第３２条第１項の規定に

より承認を取り消され、その取消しの日から２年を経過しない者

三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前２号のいずれかに該当する者が

あるもの

（指定の基準）

第２０条 主務大臣は、指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときで

なければ、その指定をしてはならない。

一 調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有
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すること。

二 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて主務省令で定める構成員の

構成が調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

三 調査の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって調

査が不公正になるおそれがないものであること。

四 その指定をすることによって申請に係る調査の適確かつ円滑な実施を阻害する

こととならないこと。

（指定の公示等）

第２１条 主務大臣は、指定をしたときは、指定調査機関の名称及び住所並びに調査の業

務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

２ 指定調査機関は、その名称若しくは住所又は調査の業務を行う事務所の所在地を

変更しようとするときは、変更しようとする日の２週間前までに、その旨を主務大

臣に届け出なければならない。

３ 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければな

らない。

（指定の更新）

第２２条 指定は、５年以上１０年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受け

なければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

２ 第１８条から第２０条までの規定は、前項の指定の更新に準用する。

（秘密保持義務等）

第２３条 指定調査機関の役員（法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた

者 。 次 項 並 び に 第 ４ ３ 条 及 び 第 ４ ５ 条 に お い て 同 じ 。） 若 し く は 職 員 又 は こ れ ら の

職にあった者は、調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

２ 調査の業務に従事する指定調査機関の役員又は職員は、刑法（明治４０年法律第

４５号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

（調査の義務）

第２４条 指定調査機関は、調査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある

場合を除き、遅滞なく、調査を行わなければならない。

（調査業務規程）

第 ２ ５ 条 指 定 調 査 機 関 は 、 調 査 の 業 務 に 関す る 規 程 （ 以 下「 調 査 業 務 規 程」 と い う 。）

を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、

同様とする。

２ 調査業務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。

３ 主務大臣は、第１項の認可をした調査業務規程が調査の公正な実施上不適当とな

ったと認めるときは、その調査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。



- 8/15 -

powered by インターネット六法 .com

（帳簿の記載）

第２６条 指定調査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、調査の業務に

関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

（適合命令）

第２７条 主務大臣は、指定調査機関が第２０条第１号から第３号までに適合しなくなっ

たと認めるときは、その指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な

措置を講ずべきことを命ずることができる。

（業務の休廃止）

第２８条 指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、調査の業務の全部又は一部

を休止し、又は廃止してはならない。

２ 主務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

（指定の取消し等）

第２９条 主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定

を取り消し、又は期間を定めて調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずること

ができる。

一 この節の規定に違反したとき。

二 第１９条第１号又は第３号に該当するに至ったとき。

三 第２５条第１項の認可を受けた調査業務規程によらないで調査の業務を行った

とき。

四 第２５条第３項又は第２７条の規定による命令に違反したとき。

五 不正の手段により指定を受けたとき。

２ 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は調査の業務の全部若しくは

一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

（主務大臣による調査の業務の実施）

第３０条 主務大臣は、指定調査機関が第２８条第１項の規定により調査の業務の全部若

しくは一部を休止した場合、前条第１項の規定により指定調査機関に対し調査の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定調査機関が天災その他の事由に

より調査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、

必要があると認めるときは、第１７条第２項の規定にかかわらず、調査の業務の全

部又は一部を自ら行うものとする。

２ 主務大臣は、前項の規定により調査の業務を行うこととし、又は同項の規定によ

り行っている調査の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示

しなければならない。

３ 主務大臣が、第１項の規定により調査の業務を行うこととし、第２８条第１項の

規定により調査の業務の廃止を許可し、又は前条第１項の規定により指定を取り消
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した場合における調査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。

第２節 承認調査機関

（承認調査機関の承認等）

第３１条 主務大臣は、第１５条第２項において準用する第６条第２項（第１５条第２項

に お い て 準 用 す る 第 ７ 条 第 ２ 項 及 び 第 ９ 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）

の 規 定 に よ る 調 査 （ 以 下 こ の 節 に お い て 「 調 査 」 と い う 。） の 全 部 又 は 一 部 を 行 お

う と す る 者 （ 外 国 に あ る 事 務 所 に よ り 行 お う と す る 者 に 限 る 。） から 申 請 が あ っ た

ときは、主務省令で定めるところにより、これを承認することができる。

２ 主務大臣が前項の承認をしたときは、第１５条第１項の認定若しくはその更新又

は同条第２項において準用する第９条第１項の変更の認定を受けようとする者は、

前 項 の 承 認 を 受 け た 者 （ 以 下 「 承 認 調 査 機 関 」 と い う 。） が 行 う 調 査 に つ い て は 、

第１５条第２項において準用する第４条第２項（第１５条第２項において準用する

第 ７ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）、 第 １ ５ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る

第９条第２項及び第１７条第３項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところに

より、承認調査機関に申請をすることができる。この場合において、主務大臣は、

承認調査機関が次項の規定により通知する調査の結果を考慮して第１５条第１項の

認定若しくはその更新又は同条第２項において準用する第９条第１項の変更の認定

のための審査を行わなければならない。

３ 承認調査機関は、前項の申請に係る調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の

結果を主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。

４ 承認調査機関は、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅

滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

５ 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければな

らない。

６ 第１９条から第２２条までの規定は第１項の承認に、第２４条から第２７条まで

の規定は承認調査機関に準用する。この場合において、第２５条第３項及び第２７

条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。

（承認の取消し）

第３２条 主務大臣は、承認調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認

を取り消すことができる。

一 前条第３項若しくは第４項の規定又は同条第６項において準用する第２１条第

２項、第２４条、第２５条第１項若しくは第２６条の規定に違反したとき。

二 前条第６項において準用する第１９条第１号又は第３号に該当するに至ったと

き。

三 前条第６項において準用する第２５条第１項の認可を受けた調査業務規程によ

らないで調査の業務を行ったとき。
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四 前条第６項において準用する第２５条第３項又は第２７条の規定による請求に

応じなかったとき。

五 不正の手段により前条第１項の承認を受けたとき。

六 主務大臣が、承認調査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定

めて調査の業務の全部又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応

じなかったとき。

七 主務大臣が第３５条第３項において準用する同条第２項の規定により承認調査

機関に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の

報告がされたとき。

八 主務大臣が第３５条第３項において準用する同条第２項の規定によりその職員

に承認調査機関の事務所において検査をさせようとした場合において、その検査

が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は同項の規定による質問に対して答

弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

２ 主務大臣は、前項の規定により承認を取り消したときは、その旨を公示しなけれ

ばならない。

第５章 雑則

（特定認証業務に関する援助等）

第３３条 主務大臣は、特定認証業務に関する認定の制度の円滑な実施を図るため、電子

署名及び認証業務に係る技術の評価に関する調査及び研究を行うとともに、特定認

証業務を行う者及びその利用者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行う

よう努めなければならない。

（国の措置）

第３４条 国は、教育活動、広報活動等を通じて電子署名及び認証業務に関する国民の理

解を深めるよう努めなければならない。

（報告徴収及び立入検査）

第３５条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定認証事業者に対し、

その認定に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に、認定認証事業者の営業所、

事務所その他の事業場に立ち入り、その認定に係る業務の状況若しくは設備、帳簿

書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

２ 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査機関に対し、その

業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定調査機関の事務所に立ち入り、業務

の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる

ことができる。

３ 第１項の規定は認定外国認証事業者に、前項の規定は承認調査機関に、それぞれ

準用する。
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４ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 （ そ れ ぞ れ 前 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規定 に よ り

立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければ

ならない。

５ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 （ そ れ ぞ れ 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の規 定 に よ

る立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

（手数料）

第３６条 次の各号に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めな

ければならない。

一 第４条第１項の認定を受けようとする者（主務大臣が第１７条第１項の規定に

より指定調査機関に調査の全部を行わせることとしたときを除く。）

二 第 ７ 条 第 １ 項 （ 第 １ ５ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 認 定 の 更 新

を受けようとする者

三 第 ９ 条 第 １ 項 （ 第 １ ５ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 変 更 の 認 定

を受けようとする者

四 第１５条第１項の認定を受けようとする者（主務大臣が第１７条第１項の規定

により指定調査機関に調査の全部を行わせることとしたときを除く。）

２ 指定調査機関が行う調査を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定

調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該指定調査機関に納めな

ければならない。

（主務大臣と国家公安委員会との関係）

第３７条 国家公安委員会は、認定認証事業者又は認定外国認証事業者の認定に係る業務

に関し、その利用者についての証明に係る重大な被害が生ずることを防止するため

必要があると認めるときは、主務大臣に対し、必要な措置をとるべきことを要請す

ることができる。

（審査請求）

第３８条 この法律の規定による指定調査機関の処分又はその不作為について不服がある

者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、主務大

臣は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２５条第２項及び第３項、第

４６条第２項並びに第４９条第３項の規定の適用については、指定調査機関の上級

行政庁とみなす。

（経過措置）

第３９条 この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合におい

ては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判

断 さ れ る 範 囲 内 に お い て 、 所 要 の 経 過 措 置 （ 罰 則 に 関 す る 経 過 措 置 を 含 む 。） を 定

めることができる。
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（主務大臣等）

第４０条 この法律における主務大臣は、総務大臣、法務大臣及び経済産業大臣とする。

ただし、第３３条にあっては、総務大臣及び経済産業大臣とする。

２ この法律における主務省令は、総務大臣、法務大臣及び経済産業大臣が共同で発

する命令とする。

第６章 罰則

第４１条 認定認証事業者又は認定外国認証事業者に対し、その認定に係る認証業務に関

し、虚偽の申込みをして、利用者について不実の証明をさせた者は、３年以下の懲

役又は２００万円以下の罰金に処する。

２ 前項の未遂罪は、罰する。

３ 前２項の罪は、刑法第２条の例に従う。

第４２条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰

金に処する。

一 第１３条第２項の規定に違反した者

二 第２３条第１項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者

第４３条 第２９条第１項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行

為をした指定調査機関の役員又は職員は、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰

金に処する。

第４４条 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。

一 第９条第１項の規定に違反して第４条第２項第２号又は第３号の事項を変更し

た者

二 第１１条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書

類の作成をした者

三 第３５条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項

の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質

問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第４５条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定調査機関の役

員又は職員は、３０万円以下の罰金に処する。

一 第２６条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存し

なかったとき。

二 第２８条第１項の規定に違反して調査の業務の全部を廃止したとき。

三 第３５条第２項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項

の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質
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問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第４６条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関して、第４２条第１号又は第４４条の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第４７条 第９条第４項又は第１０条第１項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を

した者は、１０万円以下の過料に処する。

附則

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１３年４月１日から施行する。ただし、次条の規定は平成１３

年３月１日から、附則第４条の規定は商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関

係法律の整備に関する法律（平成１２年法律第９１号）の施行の日から施行する。

（準備行為）

第２条 第１７条第１項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、こ

の法律の施行前においても、第１８条から第２０条まで、第２１条第１項並びに第

２５条第１項及び第２項の規定の例により行うことができる。

（検討）

第３条 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、この法律の施行の状況

について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則 （平成１２年５月３１日法律第９１号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、商法等の一部を改正する法律（平成１２年法律第９０号）の施行の日か

ら施行する。

附則 （平成１８年３月３１日法律第１０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成１８年４月１日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第２１１条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条

に お い て 同 じ 。） の施 行 前 に し た 行 為 及 び こ の 附 則 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ

ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につ

いては、なお従前の例による。
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（その他の経過措置の政令への委任）

第２１２条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。

附則 （平成２６年６月１３日法律第６９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の施行の日から施行す

る。

（経過措置の原則）

第５条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の

施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係

る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、

なお従前の例による。

（訴訟に関する経過措置）

第６条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決

定 そ の 他 の 行 為 を 経 た 後 で な け れ ば 訴 え を 提 起 で き な い こ と と さ れ る 事 項 で あ っ

て、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経

過したもの（当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他

の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申

立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含

む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。

２ この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によ

る こ と と さ れ る 場 合 を 含 む 。） に よ り 異 議 申 立 て が 提 起 さ れ た 処 分 そ の 他 の 行 為 で

あって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を

経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消

しの訴えの提起については、なお従前の例による。

３ 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、

この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

（罰則に関する経過措置）

第９条 この法律の施行前にした行為並びに附則第５条及び前２条の規定によりなお従前

の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の

適用については、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第１０条 附則第５条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経

過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
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この PDF フ ァイルは「インターネット六法 .com」で掲載中の法令をそのまま PDF 化したものです。

誤 字 脱 字 や 条 文 が 抜 け て い る 等 間 違 っ た 箇 所 を 発 見 し た 場 合 は 、 お 手 数 で す が 「 お 問 い 合 わ せ
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